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第６回男女共同参画週間事業

て事 ・ 子 育家

日時　６月26日（日）10：00～15：00
会場　男女共同参画支援センターぱれっとＪＯＹＯ

主催 ぱれっとＪＯＹＯ市民会議
 城陽市

問申 ☎（54）7545・

アンケート協力者に

サンガバッチを
プレゼント
（先着100人）

●ＪＲ城陽駅から東へ３分
●バス停「男女参画センター」下車すぐ
●ご来場には公共交通機関をご利用願います

家事ジャーナリスト 山田 亮さん講演会
やま だ りょう
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～家事が楽しいと一生楽しい～
家事を学ぼう楽

■定員　先着45人 ※満員の場合は、入場をお断りす
ることがあります ■申込　当日12：30から会場にて 
■保育　先着７人　※６カ月～就学前まで、６月３日
（金）～22日（水）までに要申込

13 : 00～15 : 00

10 : 00～10 : 55

1967年　香川県高松市生まれ。
大阪市立大学商学部卒業後、楽器メーカーで営業職を経験。退職後、学販営業、百貨店業務
などさまざまな職を経験しながら関心があった社会福祉の勉強を続け、佛教大学通信教育課
程社会福祉学科を卒業。
1998年、当時大学助手だった妻と結婚。キャリアウーマンである妻を支え、主夫をしながら
佛教大学博士課程に進学。2001年、長女が誕生。ホームページ上で綴った家事・育児記録が
新聞社の目にとまり、執筆活動を開始。ロジカルな視点で「楽に家事をする」方法を日々実
践し、「楽家事ゼミ」を主宰して情報提供や家事指導を行う。
また、大学や専門学校での家族社会学、社会福祉学の研究教育経験や社会福祉士の視点か
ら、家族や家事の在り方を考える「家事ジャーナリスト」としても活動。おやじの会など地
域活動の傍ら、全国の自治体や企業などで、楽しくわかりやすい男女共同参画、ワーク・ラ
イフ・バランス、子育て支援についての講演を行っている。妻・娘と京都市在住。

絵本の読み語り
11：00～11：30

情報発信
10：00～15：00

パネル展示

ぱれっとJOYOで読書会をし
ています。今回もすてきな絵
本をお届けします。一緒に本
の世界で冒険しましょう

男女が、互いにその人権を尊重しつつ
喜びも責任も分かち合い、性別にかか
わりなく、その個性と能力を発揮する
ことができる男女共同参画社会をめざ
して設置された週間です

人権擁護委員は、地域のみなさんから人権相談を受け、問題解
決の手伝いをしたり、地域のみなさんに人権について関心を持
ってもらえるような啓発活動を行ったりしています

■講師　読書サークル「本の森」のみなさん　
■対象　乳幼児・小学生と保護者　■定員　先着20組
■申込　当日９：45から会場にて

みんなで歌おう
11：10～12：10

東部コミセンで四季折々の懐
かしい童謡・唱歌を参加者全
員で歌うこと28年。楽しく
続けています

■講師　阪田妙子さん、中村育子さん
■定員　先着45人
■申込　当日９：45から会場にて

むかしの遊び
10：00～12：00

お手玉・あやとり
けん玉・おりがみ

■講師　地域の大人ボランティアのみなさん・寺田小
学校ボランティア児童のみなさん　■対象　小学生ま
での子ども　※幼児は保護者と一緒にご参加ください

■定員　先着45人※満員の場合は、入場をお断りすることがあります。
■申込　当日９：45から会場にて

カフェ
10：00～13：00

●コーヒー 100円
●ちらしずし 300円
●くさもち 360円
●クッキー 200円

■出店　久世女性会・ＪＡ京都やましろ女性部食品
加工部・ぱれっとＪＯＹＯ市民会議

リトミック
11：40～12：10

ゆったりと音にふれあいなが
ら、のびのび楽しめるリトミ
ックです

■講師　リトミックピヨピヨクラブ　木下めぐみさん
■対象　６カ月から就学前の子どもと保護者
■定員　先着15組　■申込　当日９：45から会場にて

■ 出展　人権擁護委員・交通安全女性の会・ぱれっとＪＯＹＯ
　 地域子育て支援センター「ひなたぼっこ」（2015年12月２日オープン）

啓発物品の配布

交通安全女性の会は「交通安全は家庭から」を合言葉に、子ど
もから高齢者まで自転車の安全利用の推進と高齢者には振り込
め詐欺への対応など、犯罪減少・交通事故減少のための活動を
しています

■ 協力　人権擁護委員・交通安全女性の会

※なくなり次第終了 ミニ講演会
「ぱれっと 今昔～寺田に女子大?びっくりぽんや! ～」
　ぱれっとJOYO開館10周年特別ミニ講演会として、男女共同参画推進登録団
体「緑と教育と文化財を守る会」メンバーに、幻の女子大建設計画など、地域
にまつわる、今昔のエピソードを紹介していただきます。

６月23日（木）～
　　　29日（水）は、
男女共同参画週間 「旧来の労働慣行や意識を変え、女性も男性も多様な暮らしや働き方が可能な社会を作るための

キャッチフレーズ」を内閣府が募集し、公募によって選ばれました

今年度
男女共同参画週間
キャッチフレーズ

男女共同参画の推進をめざす「ぱれっとフェスタ」は、ぱれっとＪＯＹＯ市民会議
（市民18人で構成）のメンバーで企画実施しています。ご参加をお待ちしています

この広報紙は再生紙および植物油インキを使用しています 「はんなり」とは、上品で華やかでぱっと明るいさまを表した言葉。男女がともに主体性を持ち、いきい
きと暮らせる元気な明るいまちをめざしたいとの想いを込めて「はんなりと城陽」と名付けました。
「はんなり」とは、上品で華やかでぱっと明るいさまを表した言葉。男女がともに主体性を持ち、いきい
きと暮らせる元気な明るいまちをめざしたいとの想いを込めて「はんなりと城陽」と名付けました。

特集号

男女共同参画だより

発行　城陽市　男女共同参画支援センターぱれっとJOYO 　編集　ぱれっとJOYO市民会議

じょうりんちゃん
ⓒ城陽市
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男女共同参画だより

ぱれっとJOYOは開館10周年!!

ぱれっとJOYOってどんなところ？ 女性相談員による女性のための無料相談
TEL.（56）5076

ご存じですか？男女共同参画情報コーナー

平成18年に開館し、多くのみなさんに利用され、支えられてきました。
愛称公募により選ばれた、館の名称「ぱれっと」とは絵の具の調色板のことです。多彩、多様で個
性的な活動や交流を支援する施設を意味しています。女性と男性が互いに認め合い、その個性と能
力を発揮し、誰もが豊かに生きることができる地域社会を実現するための活動拠点となる施設です。
今後も、さらなる利用促進、男女共同参画社会の実現に向けて取り組みを進めてまいります。

　国においては、平成27年９月４日に女性の職場における活躍を推進する「女性活躍推進法」が施行されました。また、平成27年
12月25日に、男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推進を図るため、平成37年度末までの「基本的な考え
方」ならびに平成32年度末までを見通した「施策の基本的方向」および「具体的な取り組み」が定められた第４次男女共同参画基
本計画が閣議決定されました。

Q：女性活躍推進法って？
A：育児・介護などを理由に働いていない女性のうち、働きたい
という希望者は、実に300万人以上にものぼり、日本最大の潜
在力となっています。他方、欧米先進国に比べ、女性の社会での
活躍の機会が少なく、働く場面において女性の力が十分に発揮で
きていない現状があります。そのため、国や地方公共団体、大企
業などに女性の活躍に関する計画の策定などを義務付け、組織に
おける女性の活躍状況の把握・分析を踏まえ、数値目標の設定、
その目標達成のために必要な取り組みが行われるようになりまし
た。働きたい女性が希望に応じて個性と能力を十分に発揮できる
社会、ひいては「男女がともに多様な考え方、生き方、働き方が
でき、ゆとりある豊かで活力のある社会」の実現につながります。

さんさんフェスタは、男女共同参画社会の実現をめざして、市民
団体などと協働し、講演や展示・ワークショップなどを行うイベ
ントです。平成29年２月12日（日）文化パルク城陽で開催予定。
会議は、５回程度。第１回会議は、７月中に開催予定です。

Q：城陽市では？
A：城陽市役所もこの法律の対象となり、平成28年４月１日付
で女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を公表して
おり、その内容は市ホームページでご覧いただくことができます。
　また、女性の職業生活における活躍についての推進計画に関し
ては、平成27年８月に発行した、第３次城陽市男女共同参画計
画さんさんプラン改定版　基本目標Ⅱ政策・方針決定過程におけ
る女性の参画の推進　基本目標Ⅲ職業生活と家庭などの両立支援
の推進（ワーク・ライフ・バランスの推進）が該当すると位置付
けられており、各種啓発事業・講座の実施など、より一層女性活
躍の推進に向けた取り組みを進めてまいります。

女性のための相談を実施しています。生き方や夫婦関係、対人関係
など、女性が生きていく上でぶつかる悩みについて、女性の相談員
がお聴きします。秘密は厳守します※保育あり（事前予約要）

ぱれっとJOYOの楽しい仲間が当館でできることを紹介します。

13：30～16：00

9：30～12：00

9：30～12：30

13：30～16：30

13：30～16：30

一般相談
（予約不要）

専門相談
（要予約）

法律相談
（要予約）

毎週金曜日
毎週土曜日

第３土曜日
第４水曜日

第２水曜日

毎週火曜日

奇数月第１水曜日
（原則）

コピ
ー機
・印刷機の活用

一般
・専門・法律相談

（有料） フリ
ースペ

ースの活用

（飲食可）本を借りる

パソ
コンで情報検索

親

子ル
ームで気分転換

会

議室
の利用（有料）

講

座に
参加（一部有料）

ぱれっとさん

しょう花さん
（花しょうぶ）

てらくん
（寺田イモ）

しらさぎくん
（しらさぎ）

いっちゃん
（いちじく）

やすらぎさん
（緑と太陽、
やすらぎのまち）

募集します 　男女共同参画支援センター ぱれっとＪＯＹＯ☎（54）7545　FAX（55）5601問

第21回さんさんフェスタ企画運営委員を募集 ■対象　市民
■定員　５人程度　※多数の場合は抽選
■任期　平成28年７月～平成29年３月末まで

　　６月17日（金）までに住所・氏名・電話番号・応募動機を明記し、ぱれっ
とＪＯＹＯ（〒610─0121寺田林ノ口11─114）へ持参、郵送またはファクス
申

おたより
から

製作：版画家 日比陽子さん

前回のフェスタの様子
（午前の部）
←　バーグランド夫妻による
夫婦トーク

（午後の部）
市民団体による展示など　　→
たくさんの交流が生まれました

☆ホームページアドレス☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/　※右の二次元コードからもアクセスできます（一部機種を除く）

平成28年（2016年）  ６月１日  （2）問…申込方法申 …問い合わせ


